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災害対策等に関する特別委員会会議録 

 

令和７年１２月１５日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時３６分閉議（実時間９６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０６号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１２７号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第１２３号・八代市立坂本診療所条例

の制定について 

１．令和２年７月豪雨及び令和７年８月大雨に

係る災害対策等に関する諸問題の調査 

 （坂本支所等整備に関する進捗状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  谷 口   徹 君 

副委員長  山 本 敬 晃 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  深 田 浩 介 君 

委  員  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員 山 本 幸 廣 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市長公室 

  市長公室次長    吉 永 千 寿 君 

  人事課長      田 中 博 之 君 

 市民環境部長     岩 崎 伸 一 君 

  市民環境部次長   竹 下 圭一郎 君 

  循環社会推進課長  古 田 和 弘 君 
 
  市民活動政策課長 
            長 舩 征 洋 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

 農林水産部長     豊 田 浩 史 君 

  農林水産部次長   村 井 幸 治 君 

  農地整備課長    蓑 星 博 之 君 

 経済文化交流部 

  経済文化交流部次長 田 島 功一郎 君 

  文化振興課長    米 崎 寿 一 君 

 建設部 

  建設部次長     蓑 田 正 樹 君 

  土木課長      髙 田 裕 樹 君 

  都市整備課長    竹 田 圭 志 君 

  復興整備課長    坂 井 宏 全 君 

 総務企画部 

  泉支所産業建設課長 村 上 誠 基 君 

 健康福祉部 

  健康福祉政策課長  福 田 裕 之 君 

                              

○記録担当書記     安 永 尚 斗 君 

            右 田 理 絵 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、定刻にな

りました。定足数にも達しておりますので、た

だいまから災害対策等に関する特別委員会を開

会いたします。 

 本日の委員会に付されている案件は、さきに

配付してある付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１０６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（谷口 徹君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１０６号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第９号中、当委員会関係分を

議題とし、歳出の第２款・総務費について、市
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長公室から説明をお願いします。 

○市長公室次長（吉永千寿君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市長公室、吉永でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第１０６号・令和７年度八代市一般会計補正予

算・第９号のうち、市長公室所管分につきまし

て、御説明させていただきます。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○市長公室次長（吉永千寿君） 災害対策等に

関する特別委員会付託分のうち、款２・総務費

につきまして、御説明いたします。 

 予算書の１９ページをお願いいたします。 

 上段の表を御覧ください。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費で７５０万１０００円を追加し、補正

後の金額を３９億５７７２万１０００円として

おります。 

 内容は、令和７年８月の大雨災害から早期の

復旧を図るため、佐世保市及び福岡市から技術

職員２名の中長期派遣を受け入れるものでござ

いまして、内訳としまして、１３節・使用料及

び賃借料の９３万５０００円は二人分の住宅の

借り上げ料、また、１８節・負担金補助金及び

交付金の６５６万６０００円は人件費負担金を

計上しているものでございます。 

 なお、特定財源は、その他のところで２万３

０００円でございますが、これは住宅のインタ

ーネット通信料に係る派遣職員個人からの負担

金でございます。 

 説明は以上でございます。御審議方、よろし

くお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、今説明の

あった部分について質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

○委員（大倉裕一君） 大雨災害に関して、他

市のほうから応援、派遣に来ていただくという

ことは非常にありがたいお話でございます。こ

の場を借りてお礼申し上げたいと思いますが、

住宅借り上げ料の金額なんですけど、１月に直

すと、これ、幾らのお部屋を借りていらっしゃ

るんでしょうか。 

○市長公室次長（吉永千寿君） ９３万５００

０円を二人で単純に割るとという話なので、住

宅借り上げ料の月額賃料がどれぐらいかという

ことでよろしいんですか、お尋ねは。 

○委員長（谷口 徹君） 家賃は月額幾らでい

いんですかね。 

○委員（大倉裕一君） 家賃は月額幾らで９３

万５０００円という予算が出ているのか。もう

一つ付け加えて言いますと、こういった他市か

ら来られたときの住宅料は何を基に算定をされ

るのかといったところで質問させてもらいたい

と。 

○人事課長（田中博之君） まず、今回の内訳

のほうから先に説明をさせていただきたいと思

いますが、住宅の賃借料、こちらは駐車場代を

含んでおりまして、月額が６万４０９０円の９

か月分を見込んでおります。このほか、住宅を

借りるに当たりましての礼金等ですね、あと、

初期費用、待機費用等を含めておりまして、あ

と、住宅の総合保険、火災等の保険のほうも適

用させていただいております。 

 算定の根拠となる部分ですけども、これまで

も借り上げですね、例えば家具・家電一式が入

ってるようなところを目安として、例えばそう

いう事例がありますので、そちらのほうを参考

に借り上げをしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 分かりました。 

 それから、もう一つ、人件費のほうですけ

ど、お二人で６５６万ということですけども、

技術職の方、どのクラスと言っていいんです

か、階級の方がいらっしゃるのかと、その人件
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費も、どういう内訳になるのかといったところ

を教えてください。 

○人事課長（田中博之君） まず、人件費の積

算の部分から説明をさせていただきたいと思い

ますが、令和２年７月豪雨ですね、こちらのほ

うで熊本市のほうからなんですけども、派遣を

いただいております金額、こちらのほうを大体

参考としまして、月割に割戻した上でこの金額

を、大体１人当たり３２０万ぐらいを２人分と

して今回、積算として上げさせていただいてお

ります。 

 あと、派遣いただいている方ですけども、大

体、本市におきましては主任クラスのほうを受

け入れているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

○委員（谷川 登君） 今の大倉委員の質問と

ちょっと重なりますけども、派遣ということ

で、福岡からということで、２名、これは男か

女か、それと、年齢あたりは。できれば教えて

ください。 

○人事課長（田中博之君） 現在、１１月から

ですけども、佐世保市のほうから、男性の方で

すね、３０代の方を受け入れておりまして、福

岡市のほうはまだ、１月からですので、まだ決

まっていない状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

以上で第２款・総務費について、終了いたしま

す。 

 説明者の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、歳出の第４款

・衛生費及び第１０款・災害復旧費中、市民環

境部関係分について、説明をお願いいたしま

す。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）市民環境部の岩崎でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１０６号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第９号中、本委員会に付

託されました第４款・衛生費と第１０款・災害

復旧費の関係事業につきまして、竹下次長が説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○市民環境部次長（竹下圭一郎君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）市民環境部の竹下でございます。よろ

しくお願いします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○市民環境部次長（竹下圭一郎君） まず、第

４款・衛生費について、説明させていただきま

す。 

 令和７年度八代市一般会計補正予算書・第９

号の２０ページ下段を御覧ください。 

 款４・衛生費、項２・生活環境費、目３・廃

棄物対策費で、補正前の額９億５２５４万６０

００円に２億４３００万円を追加し、補正後の

額を１１億９５５４万６０００円としておりま

す。 

 その右の補正額の財源内訳につきましては、

特定財源として国庫支出金１億２１５０万円、

一般財源１億２１５０万円を予定しておりま

す。 

 なお、一般財源につきましては、全額、財政

調整基金からの繰入金を充当することとしてお
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ります。 

 次に、事業の内容につきましては、右側説明

欄になりますが、災害廃棄物処理事業（８月大

雨）として、さきの８月大雨により発生しまし

た泉町と東町、２か所の土砂混じり瓦礫の処理

委託料２億４３００万円でございます。 

 具体的な内容につきましては配付しておりま

す別紙資料で御説明しますので、右肩に、令和

７年１２月１５日、災害対策等に関する特別委

員会、議案第１０６号、循環社会推進課と記載

しております資料を御覧ください。 

 まず、被害状況についてですが、１ページ目

が泉町古屋敷地区になります。 

 場所は、左の地図を御覧ください。八代市方

面から国道４４３号古屋敷トンネル先を左折

後、約１００メートル先の下岳郵便局がある集

落で、地図の赤丸で示すところでございます。 

 右の状況写真ですが、土砂崩れにより土砂や

倒木が家屋の屋根を越えて流入し、１戸の家屋

が全壊となっております。 

 次に、２ページ目が東町坂谷地区になりま

す。 

 場所は、左の位置図を御覧ください。県道１

５５号氷川八代線沿いの宮地東コミュニティセ

ンターを過ぎ、約１.６キロメートルを左折し

すぐの集落で、少し分かりにくいとは思います

が、赤丸で示すところになります。 

 右の状況写真ですが、土砂崩れにより土砂や

倒木が家屋１戸に流入し、全壊の判定になって

おります。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 今回の処理方法について御説明します。 

 上段の図、処理フローを見ていただきます

と、今回の土砂混じり瓦礫は現場から仮置場に

運搬し、そこで土砂と木くず、瓦礫、プラスチ

ック、金属などに分別します。その後、土砂に

ついては、埋立てまたは盛土資材として処分、

木くず、瓦礫、プラスチック、金属などは焼却

またはリサイクルとして処分する予定としてお

ります。 

 下段の予算につきましては、現段階では分別

後の廃棄物量が見込めないため、全量を最終処

分場への埋立処理として、処分単価を１トン当

たり３万９０００円で積算しており、泉町下岳

地区、東町坂谷地区を合わせて処理量５６６６

トン、予算額２億４３００万円を見込んでおり

ます。 

 以上が衛生費の説明になります。 

 続きまして、第１０款・災害復旧費について

説明させていただきます。 

 予算書の２２ページ下段を御覧ください。 

 款１０・災害復旧費、項５・その他公共施設

・公用施設災害復旧費、目１・その他公共施設

・公用施設災害復旧費で、補正前の額１６９０

万円に３０９２万１０００円を追加し、補正後

の額を４７８２万１０００円としております。 

 右の特定財源は、地方債３０９０万円を予定

しております。 

 事業の内容につきましては、右側説明欄にな

りますが、コミュニティセンター施設災害復旧

事業（８月大雨）として、被災した千丁コミュ

ニティセンター１階大集会場用の空調設備復旧

を行う工事請負費３０９２万１０００円を計上

しております。 

 被害状況につきましては別紙資料で御説明い

たしますので、右肩に、委員会資料、令和７年

１２月１５日、災害対策等に関する特別委員

会、議案第１０６号、市民環境部市民活動政策

課と記載しております資料を御覧ください。 

 被害箇所は、上段の平面図の右側、大集会場

の隣にあります機械室内のパッケージエアコン

が８月大雨による浸水で故障したため、復旧工

事を行うものでございます。 

 工事の内容につきましては、空調設備一式の

ほか、配管、電気設備などの工事で、総額３０

９２万１０００円を予定しております。 
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 なお、工事期間の年度内完了が困難となるこ

とが見込まれますので、全額、繰越明許費の設

定をしております。 

 以上が八代市一般会計補正予算・第９号中、

市民環境部関係分の説明となります。御審議の

ほどよろしくお願いします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、今説明の

あった部分について、質疑を行います。 

○委員（谷川 登君） 今説明いただきました

けれども、先般の大雨の瓦礫の処分の泉町の、

私の地元ですが、大した豪雨被害で、本当に１

軒の方は避難して無事だったということで安心

しておりますけれども、今現在、私も毎日見て

まいりますけれども、復旧は今進んでおります

が、一応１億６０００万ぐらいの計画をしてあ

るようでございますが、今後の、何といいます

かね、この金額に対して、年度、何月までの計

画予定というのはどういったことで、地域の方

にこの説明をしなければいけませんので、でき

れば教えていただきたいと思います。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 循環社会

推進課の古田です。よろしくお願いします。 

 泉町の状況でございますが、工事自体は今年

１２月内での完了を予定しておりまして、今現

在、土砂混じり瓦礫等の搬入を水処理センター

の仮置場のほうにしておりまして、仮置場から

最終処分場への廃棄物の処理が全て完了するの

が２月ということで予定しております。 

 以上でございます。 

○委員（谷川 登君） もう一つ、確認です

が、下岳郵便局のですね、道路が通行できるよ

うになっておりますけれども、その上のほうの

土砂の上の部分ですたいね、もういつでも雨が

降れば土砂の災害が起きるような状況の中で、

今後、市としての上の工事の予定というのは大

体、計画をされているのかお聞きしたいんです

が。 

○委員長（谷口 徹君） それは所管が違うん

ですかね。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 市民環境

部のほうで所管しておりますのが、あくまでも

宅地内に流入した土砂の撤去ということになり

まして、その上の山手側の今後の予定というの

は所管のほうが違っておりますので、即答が難

しいかと思います。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

○委員（大倉裕一君） 資料の中の説明のとき

に、処分経費で廃棄物量ごとの、種類ごとです

ね、単価が見込めないというか、単価の参考と

なるものがないということで最終処分へ埋立処

理の単価を引用してきたということだったんで

すけど、この１トン当たり３万９０００円の金

額を上回るようなことがあるかもしれないとい

うふうに見ておいたほうがいいんですか。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 単価につ

きましては、最終処分場の埋立単価が３万９０

００円で、仮置場で廃棄物の種類ごとに、例え

ば木くずであったり、流木であったり、廃プラ

スチックであったりとかいった単価は、３万９

０００円よりも安い２万５３００円が基準の単

価、廃プラスチックはそれ以上の４万１０００

円という単価でございますが、全体的に見ると

この金額内では必ず収まるはずであると認識し

ております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 素人なもんで分からな

いんですけど、仮置場で分別が必要なんですよ

ね、まず。で、最終的に最終処分場に処分する

単価が必要なのと、再利用とかリサイクルのと

ころの費用が必要ということですよね。今の説

明でいくと何か増えるんじゃないかなというふ

うなイメージが湧いたんですけど。それはなか

とですね。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） それぞれ

廃棄物処理の単価は違っておりますが、廃棄物
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処理総額で言いますとこの金額内では収まりま

す。 

○委員（大倉裕一君） 収まるということで理

解をいたしますが、例えばですね、国庫支出金

と繰入金が財源になってますよね。これが、例

えば金額が下回った場合、国庫支出金とか繰入

金とかはどういうふうな処理になるんですか。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） 財源につ

きましては、トータルかかった事業費の２分の

１が国庫補助金ということになりますので、事

業費が下がりますと当然、国庫補助金の額は下

がりますが、率的には５０％というふうに、変

更はございません。 

○委員（大倉裕一君） 実績に対してですか。

分かりました。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

○委員（大倉裕一君） 災害復旧費のほうでお

尋ねしたいんですけど、パッケージエアコンと

いう製品を利用されているということなんです

が、やっぱり原状復帰というか、災害前の形に

復帰するということで基本行かれるんですか。

このパッケージエアコンを導入される予定なの

かということと、パッケージエアコンではな

い、例えば今、小型のやつのほうが安価でいい

ものが出てきてますので、そういった面を考え

ると壁かけ式の室内、何というんですか、家庭

でも使うような、あれの大容量型を入れるとい

うことも可能ではないかというふうに、素人な

がら思うんですけど、その辺りの判断はどのよ

うにされているんでしょう。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 市民活動

政策課、長舩でございます。よろしくお願いし

ます。 

 ただいまの委員さんのお尋ねですけども、今

までと同じパッケージエアコンの導入を考えて

おります。災害復旧に関しましては同等程度と

いうもので考えておりますので、今現在と同じ

パッケージエアコンというふうに考えておりま

す。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（大倉裕一君） 電気代とか、そういっ

たところの検討というのは必要ないんですね。

もともとの形の製品に置き換えさえすればいい

というような考え方でいいんでしょうか。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 長舩でご

ざいます。 

 電気代等々はそこまで差がないということで

考えております。ただ、設置場所と、あと、配

管等、大体同じようなサイズで施設のほうに入

り込みますので、ちょっとその辺を含めて、総

合的な判断で同等品ということで考えておりま

す。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（大倉裕一君） 電気代は関係ないとい

うことであれば、もともとのパッケージエアコ

ンの金額と屋内の壁かけ式のエアコンって物す

ごく金額が違うと思うんですよね。初期費用が

変わってくると思うんですよ。壁かけ式のほう

が有利なんじゃないですか、そう見れば。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 委員さんおっ

しゃるのはそのとおり、様々な改修方法はある

かというふうに存じます。ただ、これが災害復

旧でございますので、原則、今の機能と同じも

のを差し替えることによって起債の対象になっ

てくるところでございますので、これを、機能

を例えば１ついいのを加えるとかとなると、改

修ということでちょっとこの起債と合わなくな

ってしまうというところがあって、いろいろ今

おっしゃったようなほかの方法はないかという

のは検討したところではございますが、改修し

たところによってその起債がちゃんと取れるか

という問題があったので、それであれば今と同

じものをやるのが一番いいということと、それ

と、大集会場がかなり大きゅうございますの

で、小さいパッケージというか、小さいエアコ
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ンをたくさん集めてというふうな形がどこまで

できるのかということを技術のほうとも話しま

したところ、総合的に、今のパッケージのほう

を取りあえずやり替えるという形が一番いいだ

ろうというふうな結論に至ったところでござい

ます。 

○委員（大倉裕一君） 承知しました。 

 それと、質問を変えますけど、災害で浸水し

たと、大雨で浸水したということなんですけ

ど、今度の災害復旧費に反映する工事内容とい

うのを教えていただけますか。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 市民活動

政策課、長舩でございます。 

 今回の工事内容でございますが、まず、室外

機のほうが浸水が２３.５センチありましたの

で、まずそこのかさ上げを、約５０センチ程度

かさ上げを入れております。 

 また、機械室のほうですけども、ここは天井

高さもありますので、かさ上げじゃなくてドア

のところに止水の機能を持たせた、加工してと

いうことで盛り込んでおります。あと、配管ダ

クト等々が内容に入っております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（大倉裕一君） 浸水関係の対応は、室

外機は２３.５に対して５０、あと、ドアの部

分に対して防水対策というような話は分かりま

したが、できれば、パッケージエアコンの周辺

に防水堤を造るとか、そういったやっぱりこ

う、絶対入ってこん、つからんという、そうい

う形をしっかり考えるべきだというふうに思い

ます。扉だけだったら、もう完全に水が引いて

からじゃないと対応できないような状況も出て

きますよね。そういったところも考えて対応い

ただきたいというふうに思います。 

 あと、工事費、災害復旧費が出てますけど、

３０００万円ですね、物代と請負代って幾らぐ

らいの比率になってるんですか。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 市民活動

政策課、長舩でございます。 

 まず、パッケージの物代が１２９０万円でご

ざいます。そのほか、設備、そのあとが配管ダ

クト等々になっております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 請負代の説明は今いた

だきましたっけ。据付けはたしか何かが条件に

なっているんですか。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 市民活動

政策課、長舩でございます。 

 経費のほうが９１３万円になっております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 今のは、請負代が９１

３万円ということで理解していいですね。（市

民環境部長岩崎伸一君「工事費と、それから部

品代とか……」と呼ぶ） 

○委員長（谷口 徹君） 内訳があったら、そ

れを述べていただければもう全てすっきりする

かなと思いますけど。 

○市民活動政策課長（長舩征洋君） 市民活動

政策課、長舩でございます。 

 工事でいきますと、電気設備工事で４９万４

０００円、機械設備工事で１８４８万２０００

円しております。あと、今のが経費で、先ほど

の９１３万３０００円ということでございま

す。（市民環境部長岩崎伸一君「あと、消費

税」と呼ぶ）はい。あと、消費税になっており

ます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 予算からちょっと外れ

てしまうんですけど、大雨災害の関係で、いい

ですか。 

○委員長（谷口 徹君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 農業関係の肥料、濡れ

た分とかの回収はされるという判断をされまし

たよね。（市民環境部長岩崎伸一君「そうです
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ね、はい」と呼ぶ）だったですよね、農業部門

ですね。災害の、何というかな、自営業、例え

ば屋内の、何というんですか、クロスを張り替

えたりとか、そういった個人で事業をされてい

る方々から、農業を出されるんであれば、俺た

ちの自営のそういった被害に遭った分について

も無料で引き取るというようなですね、原因が

天災でしょうというような相談を受けて、事務

局を通して災害対策本部に相談をしてもらった

経緯があるんですけど、何かうまく回答が返っ

てこないんですよ。事務局も専門じゃないの

で。その辺りの見解を聞きたいんですけど、い

いですか。 

○委員長（谷口 徹君） 答えられますか。 

○循環社会推進課長（古田和弘君） まず、一

般廃棄物、今回、災害でうちのほうが仮置場と

かで受入れを行ったのが、一般家庭から出る廃

棄物のほうを受け入れております。事業所から

出る廃棄物については、通常、一部を除きまし

て産業廃棄物に該当するものが多くて、今回、

仮置場については一般家庭のみに限定して受入

れを行ったところでございまして、事業所につ

きましては、通常の個別の処理をお願いしたと

ころではございます。 

 仮に事業所からも受入れを行うとなった場合

は、今回、量も、かなり被災地域も多かった関

係で、大量の廃棄物の受入れということになり

ますと、当然、仮置場の受入れ場所も限定され

ますことから、一般家庭に絞った形の対応をさ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 補足です。 

 先ほど委員おっしゃったように、結果的に農

業のほうが、そういう肥料であるとかというの

を受け入れた形になりましたが、今、循環社会

推進課長のほうから説明がありましたとおり、

先に農業とかそういうところとも話しまして、

今回、我々はもうどれほどの量が入ってくるか

分からないので、一般廃棄物に限定させてもら

うと。農業とか、そういったものに関しては、

業のほうを所管する課とかセクションという

か、その部局のほうでどう処理するかというの

は決めていただくというふうな話を最初にして

おりまして、後から、農業のほうが処理のとこ

ろを見つけて受入れを決めていったというふう

なところでございまして、最初はやはり今回は

一般廃棄物を我々としては受け入れようという

ことで、市民環境部としては、その受入れをず

っと続けたところでございます。 

 ただ、一般廃棄物か、あるいは、さっきおっ

しゃったような、御実家でやっておられて一般

廃棄物と区別がつかないというようなものにつ

いては、現場で基本的には受け入れたりしたと

ころはございますが、基本的に、そこで事業と

一般というのは分けたところでございます。 

○委員（大倉裕一君） 予算と外れますので深

くは議論しませんけど、事の原因が大雨で、自

営業をされている方の過失があってそういった

災害事に遭ったわけじゃないので、産業廃棄物

だとしても、そこに補助金をどっからか準備し

ていただいて、少ない金額でもいいので、そう

いった補助制度ができないのかという相談が何

件もやっぱりかかってきましたので、そういっ

たところは今後の参考にしていただければとい

うふうに思います。 

 委員長、すいません、ありがとうございまし

た。 

○委員長（谷口 徹君） 意見ということで承

りたいと思います。 

 ほか、ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で質疑は終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。意見はあ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（谷口 徹君） 意見はありませんの

で、以上で第４款・衛生費及び第１０款・災害

復旧費中、市民環境部関係分を終了いたしま

す。 

 説明者の入替えをお願いいたします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第５款・農林

水産業費及び第１０款・災害復旧費中、農林水

産部関係分について説明をお願いします。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）農林水産部、豊田です。よろしく

お願いします。 

 それでは、議案第１０６号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第９号中、当委員会に付

託されました第５款・農林水産業費及び第１０

款・災害復旧費のうち、農林水産部所管分につ

いて、村井農林水産部次長が説明いたしますの

で、御審議のほどよろしくお願いします。 

○農林水産部次長（村井幸治君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）農林水産部、村井でございます。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議案第１０６号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第９号中、当委員会に付

託されました農林水産部関係分につきまして、

失礼ですが、着座にて御説明させていただきま

す。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○農林水産部次長（村井幸治君） それでは、

一般会計補正予算書に基づき御説明いたしま

す。 

 補正予算書の３ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費全体で

は、補正額７億８９６万４０００円を計上し、

補正後の額を５２億６５９５万４０００円とす

るものでございますが、このうち当委員会に付

託されます補正額は、令和７年８月大雨関係分

の４億８７８７万１０００円となります。 

 また、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費では、補正額１億８６３０万

円を計上し、補正後の額を１１億６０６０万円

とするもので、そのうち当委員会に付託されま

す補正額は、令和７年８月大雨関係分１億５５

３０万円となります。 

 少しページが飛びまして、２１ページをお願

いいたします。 

 上段の款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費では、補正額４億９１５２万

７０００円を計上し、補正後の額を２５億３６

７２万４０００円とするものでございますが、

そのうち当委員会に付託されますものは、右側

説明欄の２行目、早期営農再開支援事業（８月

大雨）で、４億８７８７万１０００円となりま

す。 

 これは、令和７年８月大雨により被害を受け

た農業者へ、国の産地緊急支援対策及び県の令

和７年８月大雨営農再開支援事業を活用し、資

材の調達や栽培環境整備に係る経費の一部を補

助することにより早期の営農再開を図るもの

で、９月定例会において１億７７９９万円を計

上させていただいたところですが、１０月７日

からの要望調査を行いましたところ、要望額が

当初の見込みを大幅に上回ったため、補正をお

願いするものでございます。 

 内訳としまして、生産資材調達に係る支援と

栽培環境整備に係る支援がございますが、ま

ず、生産資材調達に係る支援は、種子・種苗等

の消費財の調達に対する費用のうち国５割、市

２割、計７割の補助を行うもので、予算現額１

億９８３万９０００円に対して不足額２億１７

１９万８０００円を追加補正し、３億２７０３

万７０００円とするものでございます。 

 次に、栽培環境整備の支援として、被災から

の生産回復等に向けて追加的に必要となる薬剤

及び肥料の購入経費などの掛かり増し経費の７
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割、同じく国５割、市２割を補助するもので、

予算現額４５６７万５０００円に対して不足額

２億７０６７万３０００円を追加補正し、３億

１６３４万８０００円とするものでございま

す。 

 合わせて４億８７８７万１０００円の追加補

正となり、事業費は全体で６億６５８６万１０

００円となります。 

 なお、特定財源としまして、県支出金３億４

８４７万９０００円を予定しております。 

 続きまして、２２ページをお願いします。 

 上段の款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目１・林道施設災害復旧費

では、補正額１億８６３０万円を計上し、補正

後の額を８億４７０５万５０００円とするもの

でございますが、そのうち当委員会に付託され

ますものは、右側説明欄の２行目、林道施設災

害復旧事業（８月大雨）で、１億５５３０万円

となります。 

 これは、令和７年８月大雨により被災しまし

た泉支所管内の林道大堀線ほか４路線８か所の

災害復旧に係る工事費を補正するものでござい

ます。 

 なお、特定財源として県支出金７７６５万

円、市債６９８０万円を予定しております。 

 また、災害査定後の発注となりますことか

ら、年度内に終了することが難しく、併せて全

額、繰越明許費を設定しております。 

 資料として位置図、状況写真等を添付してお

りますので、御確認ください。 

 以上で、議案第１０６号・一般会計補正予算

・第９号中、当委員会に付託されました農林水

産部関係分の説明を終わります。 

 御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） ただいま説明のあっ

た部分について、質疑を行います。質疑をお願

いします。 

○委員（大倉裕一君） 早期営農再開支援事業

の財源なんですけど、国５割、市２割ですよ

ね。県は何でないんですか。すいません、素朴

な質問で。 

○農林水産部長（豊田浩史君） 国のスキーム

で、国の５割は確定しているんですけれども、

その後に地方自治体の負担とかは明記されてい

ないのもありますが、通常の場合は、こういっ

た５割出るときは県はあまり負担されない部分

が多いですね。強い農業のやつでも、５割出る

場合は県が負担するということはないようなこ

とは多いです。その要綱に明記してあればまた

話は別ですけれども。 

 今回は、この５割だけで市町村２割も負担し

てないところもございます、よそには。八代地

域以外でございますけども、八代市は状況を見

て２割までは何とか出さなければというところ

で措置したところでございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑はないようですので、意見がありました

らお願いします。 

○委員（谷川 登君） 林道のこの災害につい

ては、本当に山間部については、非常に、いろ

んな、生活道路とか、いろんな、林業の関係す

る方がかなり通られる場面もございますし、本

当に早い、大変ですけれども、現場のほうは非

常に厳しい状況のようでございますので、一日

も早い復旧・復興をお願いしたいというふうに

お願いします。そして、安全に工事が終わるこ

とを要望しておきます。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、意見はありま

せんか。 

○委員（村川清則君） 早期営農再開支援事業

の申請の確認、私もたまたま役所におったもん

ですからちょっと行ったんですけれども、対応

された職員の方が何か農業の現場をあまりにも
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知らなさ過ぎる方ばっかりでしたので、もう説

明に随分時間がかかりました。ほかの農家の方

からも、随分苦情が私の下に来ました。幸い役

所にはあんまり届いてないというふうに聞いて

おりますけれども、非常にふんまんを持ってお

られる方もおられましたし、それでも苗だけで

もかなり出ましたので、その辺は安心しておら

れましたけれども、農薬とか、追加の施肥と

か、とにかく説明するのに大ごとだったという

ような方もおられましたので、なるだけ、ＪＡ

の職員もおられましたけれども、特に県の職員

の方が何か資材の名前も知らないような方でし

たので、その辺、いかがかなと。もう次回から

はもうちょっと現場を知っておられる方にお願

いしたいものだと思いました。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 意見はないようです

ので、以上で第５款・農林水産業費及び第１０

款・災害復旧費中、農林水産部関係分を終了い

たします。 

 説明者の入替えをお願いいたします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、第９款・教育

費中、当委員会関係分について、経済文化交流

部から説明をお願いします。 

○経済文化交流部次長（田島功一郎君） 皆さ

ん、おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）経済文化交流部次長の田

島でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１０６号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第９号中、当委員会に付

託されました経済文化交流部関係分につきまし

て、失礼ですが、着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（田島功一郎君） それ

では、一般会計補正予算書の３ページをお願い

いたします。 

 歳出の款９・教育費、項７・社会教育費で補

正額１億３０２万８０００円を増額し、補正後

の額を１６億８３６万７０００円とするもので

ございますが、このうち当委員会に付託されま

す補正額は、令和７年８月大雨関係分の１億１

０４万８０００円となります。 

 次に、少しページが飛びまして、２１ページ

をお願いいたします。 

 下段の款９・教育費、項７・社会教育費、目

６・文化財保護費で補正額１億１０４万８００

０円を増額し、補正後の額を２億７１８４万８

０００円としており、当委員会に付託されます

ものは、右側説明欄の文化財災害復旧事業（８

月大雨）分となります。 

 これは、本年８月の大雨により被災した文化

財の復旧に要する経費を補正するものでござい

ます。 

 内容としましては、国史跡・八代城跡群の一

つである古麓町の春光寺にございます、八代城

の城代を務めた松井家歴代の墓所の保存修復に

９９７６万４０００円、同じく、麦島城に使用

する瓦を焼いていた平山瓦窯跡の保存修復に１

２１万円を予定しております。 

 特定財源としまして、補助率１０分の７の国

庫支出金７０７３万９０００円、県支出金５０

５万２０００円、財政調整基金からの繰入金２

５２５万７０００円を予定しております。 

 なお、松井家墓所の修復につきましては、文

化財保護法の規定に基づく許可申請手続や国史

跡の価値を失わないための保存修復に長期の作

業期間を要するため、年度内の完了が困難とな

ることから、繰越明許費を設定しております。 

 次に、右肩部に災害対策等に関する特別委員

会資料と記載がある資料を御覧ください。 

 こちらが先般の大雨で被災した文化財災害復
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旧に関する資料でございまして、３ページに松

井家墓所の石垣及び南側斜面の被災状況、それ

と、４ページに平山瓦窯跡の被災状況をそれぞ

れ掲載いたしております。御確認をいただけれ

ばと思います。 

 説明につきましては以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） ただいま説明のあっ

た部分について、質疑を行います。 

○委員（大倉裕一君） 参考にお聞かせくださ

い。業務委託ということなんですけど、どうい

った業種の方々にこの業務委託というのは発注

されるんでしょうか。 

○文化振興課長（米崎寿一君） 文化振興課の

米崎です。よろしくお願いいたします。 

 業務委託の発注先なんですけれども、国指定

の文化財等、これまでに史跡の整備、修復等に

実績のある事業者のほうで予定をしておりま

す。 

 今回の一番大きな災害が、春光寺のほうの石

積みがはらみ出しているというところになりま

して、面積的には大体５メーター、５メーター

四方ぐらいの規模感の石積みなんですが、その

影響がなかったところからちょっと広めに石材

を取り出して、それをまた土壌の復旧をした後

に元どおりに積み上げるという原状回復の保存

修理を行うということになります。 

 これにつきましては、県内、市内のほうにご

ざいます石材のですね、文化財の保存修理の専

門事業者様がいらっしゃいますので、そちらの

ほうに業務のほうをお願いする予定としており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） では、質疑は終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、これより

採決をいたします。 

 議案第１０６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２７号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、議案第１２７

号・令和７年度八代市一般会計補正予算・第１

０号中、当委員会関係分を議題とし、歳出の第

１０款・災害復旧費について、農林水産部及び

建設部から説明をお願いします。 

○農林水産部長（豊田浩史君） それでは、議

案第１２７号・令和７年度八代市一般会計補正

予算・第１０号中、当委員会に付託されました

第１０款・災害復旧費のうち、農林水産部所管

分については村井農林水産部次長が、建設部所

管分につきましては蓑田建設部次長がそれぞれ

説明しますので、御審議のほどよろしくお願い

します。 

○農林水産部次長（村井幸治君） 農林水産

部、村井でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議案第１２７号・令和７年度八代

市一般会計補正予算・第１０号中、当委員会に

付託されました農林水産部関係分につきまし

て、着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○農林水産部次長（村井幸治君） それでは、

一般会計補正予算書に基づき御説明します。 

 補正予算書の４ページをお願いいたします。 
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 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費では、補正額１億５４１６万１００

０円を計上し、補正後の額を１３億１４７６万

１０００円とするものでございます。 

 次に、２７ページをお願いいたします。 

 上段の款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目２・農業施設災害復旧費

では、補正額１億５４１６万１０００円を計上

し、補正後の額を４億６７７０万６０００円と

するものでございます。 

 令和７年８月大雨においては、農地には大量

の土砂が流れ込み甚大な被害となっているほ

か、水路や農道等の農業用施設も被災し、営農

に支障を来している状況となっており、現在、

早期の復旧に努めているところでございます。

このたび国の災害査定が終了し、復旧事業費が

確定しましたことから、工事費の追加補正をお

願いするものでございます。 

 内容としましては、農地の災害復旧では畑中

農地災害復旧工事ほか１件、２６２０万円、農

業用施設の災害復旧では新開堰災害復旧工事ほ

か１３件、１億２６５０万円及び用水仮設ポン

プの借り上げ料１４６万１０００円となってお

ります。 

 なお、特定財源として、県支出金９６２７万

４０００円、市債５１９０万円を予定しており

ます。 

 また、災害査定後の発注となりますことか

ら、年度内に終了することが難しく、併せて全

額、繰越明許費を設定しております。 

 資料として位置図、状況写真等を添付してお

りますので、御確認ください。 

 以上で、議案第１２７号・一般会計補正予算

・第１０号中、当委員会に付託されました農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議方、

よろしくお願いいたします。 

○建設部次長（蓑田正樹君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部の蓑田でございます。よろしくお願

いいたします。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○建設部次長（蓑田正樹君） それでは、引き

続き建設部所管分について御説明いたします。 

 ２７ページの下段の表を御覧ください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費は、

補正額３億１７７０万円を増額補正し、１６億

２２１６万９０００円としております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が２億

１１９０万５０００円、地方債が１億５７０万

円で、補正額の内訳は、節１４・工事請負費で

ございます。 

 続いて、目２・河川施設災害復旧費は、補正

額８８１０万円を増額補正し、２億６４２０万

円としております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が１８

７４万２０００円、地方債が６９３０万円で、

補正額の内訳は、節１４・工事請負費でござい

ます。 

 最後に、目３・都市計画施設災害復旧費は、

補正額４９２６万７０００円を増額補正し、１

億６０８１万７０００円としております。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金が３０

１９万２０００円、地方債が１８９０万円で、

補正額の内訳は、節１４・工事請負費でござい

ます。 

 今回の補正は、８月１０日から１１日にかけ

て発生した大雨により被災しました本庁、坂本

支所、東陽支所、泉支所管内にある道路橋梁施

設、河川施設、公園施設について、災害査定後

の本格的な災害復旧工事に必要な経費を増額補

正するものです。 

 これら施設について、山腹からの崩土や河川

の出水などが発生したことにより、道路のり面

や路肩の崩壊、舗装や石橋等の損傷、また、河



 

－14－ 

川護岸や公園施設も損傷するなど、市民生活に

大変支障を来していることから、早期に復旧工

事を行うものです。 

 今御説明いたしました内容につきましては、

別冊の委員会資料、議案第１２７号、建設部所

管分の３ページから５ページに道路橋梁施設災

害復旧事業２１か所、６ページと７ページに河

川施設災害復旧事業４か所、８ページに公園施

設災害復旧事業４か所の位置図と状況写真を各

支所ごとに掲載しておりますので、御覧くださ

い。 

 なお、こちらの事業につきましては、年度内

完了が見込めず、計上予定額と同額の繰越明許

費を設定いたします。 

 以上、議案第１２７号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第１０号のうち、本委員会に

付託されました建設部所管分についての説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、ただいま

説明のあった部分について、質疑を行います。

質疑をお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 項目ごとに、一番最後

の復旧工事が終わる予定のスケジュールといい

ますか、来年度何月ぐらいに終わるというとこ

ろをお聞かせいただければと思います。 

○委員長（谷口 徹君） 建設部所管分でよろ

しいですか。 

○委員（大倉裕一君） 建設部、あ、農業もだ

ったですね。農業もしますね。 

○委員長（谷口 徹君） まずは建設部からよ

ろしいでしょうか。 

○土木課長（髙田裕樹君） 土木課の髙田で

す。よろしくお願いいたします。 

 道路、河川についてまず御説明しますと、１

２月中に災害査定の完了が見込まれておりま

す。その後、今回の補正予算をいただきまし

て、工事の発注という形に入らせてもらいまし

て、できるだけですね、構造、規模にもよりま

すけど、来年の出水期までには工事を完了させ

るようなスケジュールでいきたいと思っており

ますけど、工事の規模的には出水期をまたぐと

ころもあるかもしれませんけど、できるだけそ

こを目指して、スケジュールとしてやっていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○都市整備課長（竹田圭志君） 都市整備課、

竹田です。よろしくお願いします。 

 公園につきましては、一応、今回、年度内に

発注を行いまして、標準工期のほうが４か月か

ら５か月ぐらいかかりますので、８月ぐらいに

完了を予定いたしております。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） 建設部は終わりです

かね。 

 では、蓑星農地整備課長。 

○農地整備課長（蓑星博之君） 農地整備課、

蓑星です。よろしくお願いします。 

 農地と農業用水路の復旧の見通しでございま

すが、既に災害が発生してから、災害復旧事業

を申請する前に、農政局と協議を行いまして、

幹線用水路とか、幹線排水路の土砂撤去はもう

実施しております。これは３５件完了しており

ます。 

 年明けから、随時、道路ですとか頭首工、そ

れと、残った農地の土砂撤去ですとか水路内の

土砂撤去、これは発注を行っていきます。農地

と水路につきましては、５月中に完了するよう

な見込みでおります。道路や頭首工、また水路

の復旧などにつきましては、全体的に完了する

のは来年度中というふうに見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、質疑ありませ

んか。 

○委員（谷川 登君） 建設工事で確認です

が、先般の８月の大雨で、矢山線が崩れてです
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ね、非常に市民の方からかなり電話が殺到して

いる状況で、そういう中で、復旧の時期とか、

分かればお願いしたいんですが。 

 なぜかというと、ちょうど市が管理するトイ

レの配管がですね、そこの矢山線で、氷川ダム

のところなんですが、切れて、全然来ないとい

うような状況の中で、トイレが使えないで、や

っとお願いして、５００リットルタンクを置い

て、個人でバケツで流していただくようなこと

を今現在、観光地としてありますので、いつ頃

水が来るのか、市民の方から問合せがあってお

りますので、その辺を聞かせていただければな

と思いますが。 

○泉支所産業建設課長（村上誠基君） 皆様、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）泉支所産業建設課、村上で

ございます。よろしくお願いします。 

 委員御質問の矢山線につきましては、先ほど

土木課長からもございましたとおり、出水期ま

でに、来年の梅雨までに完了したいと目指して

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、質疑はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） それでは、意見をお

願いします。意見はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

これより採決を行います。 

 議案第１２７号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第１０号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の方、入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１２３号・八代市立坂本診療所条例の

制定について 

○委員長（谷口 徹君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第１２３号・八代市立坂本診療所条例の

制定についてを議題とし、説明をお願いしま

す。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

健康福祉政策課の福田でございます。よろしく

お願いいたします。 

 議案第１２３号・八代市立坂本診療所条例の

制定について、失礼して、着座にて説明をさせ

ていただきます。 

 議案書のほうは２５ページから２７ページで

ございますが、別に配付しております、右肩に

令和７年１２月１５日、災害対策等に関する特

別委員会、議案第１２３号、健康福祉政策課と

記載されている資料により御説明いたします。 

 初めに、条例の制定理由でございますが、令

和２年７月豪雨により甚大な被害を受けた坂本

町では、地域の医療機能も深刻な影響を受けま

した。地区内にあった２つの医療機関も被災し

町外に移転したため、医療機関のない無医地区

となり、地域住民の生活と健康を支える基盤が

著しく損なわれました。 

 こうした状況を踏まえ、坂本町における医療

提供の安定的な体制を確保し、令和２年７月豪

雨からの創造的復興の中心的な役割として、地

域住民の健康や交流の拠点となる診療所を令和

８年３月１日に開設するに当たり、当該診療所

の設置、管理に関し必要な事項を定める条例の

制定を行うものでございます。 

 次の診療所の概要の説明の前に、現在の坂本

地域における医療提供体制について説明をさせ

ていただきたいと思います。 
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 現在の坂本地域における医療提供体制としま

しては、デジタル医療ＭａａＳ推進事業により

ＭａａＳ車両を運行し、巡回診療を行っている

ところです。 

 このデジタル医療ＭａａＳは、病院から看護

師を乗せて拠点となる公民館などに赴き、車両

内で遠隔診療機器を使用しながら、看護師が病

院にいる医師の指示の下、オンラインで問診や

診療を行っております。 

 なお、坂本診療所が開設すると坂本地域の無

医地区が解消されますことから、医療ＭａａＳ

事業は診療所の開設から１か月の移行期間を置

いた令和８年３月末をもって終了することとし

ております。 

 診療所の概要の説明に戻ります。 

 診療所の名称及び位置ですが、名称は八代市

立坂本診療所であります。また、位置は、坂本

町坂本４１６１番地１で、再建後の坂本支所内

の１階に設置いたします。 

 診療所の配置図を２ページ目の上段に掲載し

ておりますので、御覧ください。 

 再建後の坂本支所１階の平面図です。黄色で

着色されている場所が坂本診療所の設置場所に

なります。診療所の正面から出入りが可能で、

診察室や処置室などを配置しております。 

 １ページにお戻りください。 

 次に、診療日と診療時間ですが、診療日は休

日と年末年始を除く毎週火曜日と木曜日の週２

日で、診療時間は午後０時３０分から午後４時

までとしております。 

 また、診療につきましては、八代郡市医師会

との委託契約により派遣される医師によって内

科診療を行うこととしております。 

 診療日数や診療時間の設定に当たりまして

は、これまでの医療ＭａａＳの利用状況や各地

域における巡回診療の受診状況、医療機関への

受診状況などを踏まえて検討を行ったところで

す。これらの実績から週に４０人程度の診察が

見込まれたため、診療を委託する八代郡市医師

会と協議した結果、対応可能な診療体制として

設定をしております。 

 診療所の開設により、これまで医療ＭａａＳ

により慢性疾患の方を中心に月に１回程度のオ

ンライン診療を行い、注射などの処置は行って

おりませんでしたが、診療所では週に２回の機

会で一般診療も含めて対面での診療が可能にな

ります。なお、診療や薬の処方など運営方法の

詳細につきましては、現在協議を進めておりま

す。 

 開設後の受診動向や地域の医療ニーズの状況

によっては、診療体制の見直しが必要となる場

合もありますので、関係機関と協議を行いなが

ら適切に対応していきたいと考えております。 

 次に、条例の施行期日は、坂本診療所の開設

日の令和８年３月１日としております。 

 最後に、開設までのスケジュールについて御

説明いたします。 

 度々ページが前後して申し訳ありませんが、

２ページ目の下段をお願いいたします。 

 スケジュール中のブロック矢印の一番上のデ

ジタル医療ＭａａＳは、先ほど御説明しました

ように、診療所の開設から１か月の移行期間を

置いた令和８年３月末までの運行をもって終了

します。 

 また、その下の診療業務を委託する八代郡市

医師会などの関係機関との協議や必要な医療機

器などの購入、今回の定例会への条例提案、制

定を経て行う保健所への開設許可の申請など、

令和８年３月１日の開設に向けて順次、準備を

進めているところであります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） それでは、ただいま

説明のあった部分について、質疑を行います。

質疑はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 説明を聞きながら、条
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例改正の何か運用に当たっては、条例改正の何

か必要もあることからというような説明があっ

たところがちょっと聞き取れなかったんですけ

ど、もう一度、そのところを御説明いただけな

いですか。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） こちら

は、開設後、今、週２回の診療、火曜日と木曜

日の午後で診療を今予定をしているところであ

りますが、今後の受診の動向でしたり地域から

の医療ニーズによりましては、そこの体制とか

診療日数とかを変更する可能性がありますの

で、そこにつきましては関係機関と協議を進め

て適切に対応していきたいと。そうなれば、

今、条例上、診療日と診療時間というのを条例

のほうに規定しておりますので、そちらのほう

も改正が必要になるかと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 今の説明を聞くと、条

例を改正する余地もまだ残ってますよというこ

とだろうというふうに思って、理解させていた

だきたいと思います。 

 私も、ずっと前期の、このＭａａＳですね、

坂本町に診療所をつくってほしいというところ

からずっと関わってきてるんですけども、やっ

ぱり診療日の火曜日と木曜日というところには

少し疑問といいますか、要望したいところがあ

って、火曜日と木曜日って中１日しかないんで

すよね。木曜日から火曜日となると中４日にな

ってしまうんですよ。中４日間、病気にかかっ

て我慢せろという話なのかというふうになる

と、やっぱり違うのかなと。より地域の皆さん

のニーズに沿うんであれば、金曜日とかに、片

方ですね、例えば月曜と木曜とか、火曜と金曜

とかというふうにしたほうが、中３日と中２日

というような状況になっていくので、私とすれ

ばそっちのほうが地域の皆さんの希望といいま

すか、ニーズに合うんじゃないかと。緊急の場

合はやむを得ず救急というような形があるんで

しょうけど、等間隔のほうがいいかなというふ

うに現時点では思ったところです。 

 意見的なところも含めましたけど、答弁はま

た、要りませんので、そこは。 

○委員長（谷口 徹君） 意見でよろしいです

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

○委員（谷川 登君） 施行の期間が令和８年

３月１日から施行されるということで、非常に

坂本の皆さんがお待ちになっているかと思いま

すけれども、先ほど委員のほうからお話があり

ましたように、火曜日と木曜日というのは、や

はり救急の場合もございますし、その中で診療

の医師との委託契約、派遣する委託診療者は内

科ということになっておりますが、これは八代

の医師会の宮原というようなことで理解するん

ですが、総合病院とか労災病院の医師の派遣は

これに入っているんですか。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 今回、坂

本診療所の委託につきましては八代郡市医師会

との委託契約になりますので、総合病院、労災

病院のほうは入ってございません。 

○委員（谷川 登君） ということは、宮原の

医師会から火曜日と木曜日にこの診療に行くと

いうことで理解していいわけですね。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 直接診療

に来られるのは八代郡市医師会からの派遣の医

師になります。ただ、そこの診療からの連携機

関としましては、総合病院、労災病院のほうは

申請をさせていただこうかと考えているところ

でございます。 

○委員（谷川 登君） 今なぜこれを、医師

の、病院の名前を聞いたかというと、今現在、

五家荘のほうで、約１時間かけて先生が総合病

院、労災病院、医師会から派遣されて、ごかぐ

るまで移動して、１時間かけて夕方帰ってき
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て、そういう中で、本当に医師不足の中で対応

できるかなという心配も。この医師は坂本のほ

うにも派遣されるわけですか、内科の先生は。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 坂本診療

所のほうに週２回、医師のほうが派遣されて、

火曜と木曜日の午後については医師が常駐され

て診察を行われます。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 質疑がなければ、意

見のほうをお願いします。意見はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 意見はないようです

ので、これより採決いたします。 

 議案第１２３号・八代市立坂本診療所条例の

制定については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（谷口 徹君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の方は御退室をお願いいたします。 

（執行部 退室） 

○委員長（谷口 徹君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎令和２年７月豪雨及び令和７年８月大雨に係

る災害対策等に関する諸問題の調査（坂本支

所等整備に関する進捗状況について） 

○委員長（谷口 徹君） 次に、特定事件であ

ります令和２年７月豪雨及び令和７年８月大雨

に係る災害対策等に関する諸問題の調査を議題

とし、調査を進めます。 

 本件について、１件、執行部から発言の申出

があっておりますので、これを許します。 

 それでは、坂本支所等整備に関する進捗状況

について、説明をお願いします。 

○復興整備課長（坂井宏全君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）復興整備課、坂井です。よろしくお願いい

たします。 

 恐れ入りますが、着座の上、説明させていた

だきます。 

○委員長（谷口 徹君） どうぞ。 

○復興整備課長（坂井宏全君） 令和２年７月

豪雨により壊滅的な被害を受け、再建を進めて

おります坂本支所及び坂本コミュニティセンタ

ー、また、支所の周辺で整備が進むほかの施設

の進捗状況につきまして、御報告をさせていた

だきます。 

 それでは、資料、表紙の右肩に、令和７年１

２月１５日、災害対策等に関する特別委員会、

所管事務調査、建設部復興整備課と記載いたし

ました坂本支所等整備に関する進捗状況につい

て（建設部所管分）により御説明いたします。 

 まず、資料の１ページを御覧ください。 

 再建を進めております坂本支所・坂本コミュ

ニティセンター並びにその周辺施設の配置図と

なります。図の下側が球磨川、右側の上流から

左側へと川が流れております。 

 被災前の坂本支所は県道より川側に位置をし

ておりましたが、県道を以前より川側へ付け替

えることで山側に支所の敷地を確保いたしまし

た。 

 また、被災前の支所の１階部分が全て浸水し

てしまったことで支所機能が停止し、被災直後

の被害状況調査や避難指示等の現地指揮拠点が

機能しなかった反省から、支所を再建する敷地
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は被災水位より高くかさ上げを行い、安全性を

確保いたしております。 

 支所の右側には、隣接する形で坂本地域で４

か所目となる災害公営住宅、坂本団地を建設し

ています。 

 また、右側、坂本駅を挟んで上流側には、こ

ちらも被災前の庁舎が浸水被害を受けた八代消

防署坂本分署が再建されます。 

 支所の正面入り口横には八代警察署坂本駐在

所が建設中、県道を挟み支所の正面一帯には球

磨川水系で初めてとなる球磨川坂本地区河川防

災ステーションが国土交通省により整備されて

います。 

 続きまして、資料の２ページを御覧くださ

い。 

 再建する坂本支所・坂本コミュニティセンタ

ー庁舎の１階平面図です。 

 中央の正面玄関――風除室と記載されており

ますが――から入り、右側が支所、左側がコミ

ュニティセンターとなります。 

 コミュニティセンターの左側には坂本診療所

・健康ルーム、そのさらに左側には八代森林組

合南部支所、八代市商工会坂本支所の事務所が

入る予定となっております。 

 資料３ページを御覧ください。 

 庁舎の２階平面図となります。右側に支所の

大会議室と書庫・防災倉庫、その他はコミュニ

ティセンターの研修室、小会議室、調理室など

となっております。 

 ４ページは庁舎の屋上平面図です。 

 太陽光パネルと非常用発電機などを設置し、

また、左側の坂本支所と記載した部分は一段高

くして、Ｌ２の水位より高い位置に４００人が

一時垂直避難ができる避難スペースを設けてお

ります。 

 資料５ページをお願いいたします。 

 こちらは令和２年７月豪雨に関する特別委員

会におきまして定期的に御報告をしておりまし

た支所等建設工事並びに周辺関連工事のスケジ

ュール資料を更新したものとなります。 

 令和７年度第３四半期に赤い縦点線で示して

おりますのが本日の委員会時点、それより右側

が今後の予定となります。 

 青いバーはそれぞれの工事期間の目安となり

ますが、坂本支所並びに災害公営住宅坂本団地

は今月末が工期となっております。坂本支所は

来年２月１６日月曜日の開所、坂本団地は完成

後間もなくの入居開始が予定されております。 

 下から３段目、八代消防署坂本分署は１１月

末で完成いたしましたので、仮設庁舎より移転

し、今月１日から新庁舎の運用が開始されてお

ります。 

 国が整備する河川防災ステーション、坂本橋

につきましても、来年１月頃までの工期が予定

されているところです。 

 先日、国交省と一緒に記者発表を行いました

が、令和８年２月１４日土曜日午後２時から、

坂本支所・コミュニティセンター、災害公営住

宅坂本団地、八代消防署坂本分署並びに河川防

災ステーションの合同落成式を執り行うことと

しております。 

 また、新たな坂本橋並びに道路の復旧・かさ

上げ工事が進められている国道２１９号のうち

新萩原橋から坂本橋までの区間につきまして

も、同日に併せて完成式が執り行われる予定と

なっております。 

 資料の６ページは、再建中の支所を正面から

撮影したものです。施設の概要としましては、

左下に書いておりますが、延べ床面積２３０

２.０７平方メートル、鉄筋コンクリート造一

部鉄骨造の２階建てとなります。 

 ７ページは左右から撮影したもの、このうち

右下の写真は庁舎横に建設する倉庫棟で、鉄骨

造平屋１８０.４６平方メートルとなります。 

 ８ページは建物の内部の工事状況を撮影した

ものです。 
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 続きまして、９ページは災害公営住宅坂本団

地の外観で、施設の概要としましては、延べ床

面積６７３.８８平方メートル、鉄筋コンクリ

ート造３階建て、１ＬＤＫ６戸、２ＬＤＫ４戸

の居室を設けて、希望があった１０世帯分を用

意しております。 

 １０ページ、１１ページは国が整備する河川

防災ステーションの概要とイメージ図となりま

す。 

 申し訳ありません、ここで資料の訂正をお願

いいたします。１１ページの左側に岩砕約１６

００立方メートルと書いておりますが、こちら

は１８００立方メートルに訂正をお願いいたし

ます。 

 支所の正面一帯に球磨川中流区間における災

害発生時の応急復旧に必要となる土砂約６５０

０立方メートル、岩砕約１８００立方メートル

が備蓄されるとともに、ヘリポート、駐車場な

どが整備されます。球磨川水系では初、県内で

は５か所目となります。 

 １２ページを御覧ください。 

 国が整備する河川防災ステーションの上流部

分の約４２００平方メートルを活用して、地域

の皆さんの憩いの場となるよう、本年度、芝張

り工事を行い、川に親しむ広場の整備を進めて

まいります。このほか、来年度以降になります

が、坂本駅前周辺のにぎわい創出のための取組

をさらに進めることといたしております。 

 １３ページは今月１日に運用が開始された八

代消防署坂本分署の外観となります。延べ床面

積４９２.７８平方メートル、鉄骨造２階建て

となります。 

 １４ページを御覧ください。 

 架け替え工事が進む坂本橋を４方向から撮影

したものです。白く見える橋が被災直後に架け

ていただいた仮設橋で、もともとの橋の位置に

設置されております。その上流の赤い桁の橋が

新しい坂本橋であり、もとの位置から１５０メ

ートル上流に、橋の長さ１５６メートル、橋脚

が１つの２径間連続トラス橋で、以前の面影を

残す姿で整備されております。架設工事は既に

終了していますが、取付け道路などの工事が現

在行われております。 

 最後に、１５ページをお願いいたします。 

 先ほども少し申しましたが、来年２月１４日

土曜日に金子国土交通大臣、木村知事をお迎え

し、支所周辺の各施設の完成式、落成式を開催

いたします。 

 午前中には、右側になりますが、国道２１９

号並びに坂本橋の完成式、午後は、左側の河川

防災ステーション、坂本支所・坂本コミュニテ

ィセンター、災害公営住宅坂本団地並びに八代

消防署坂本分署の合同落成式典を執り行いま

す。 

 概要につきましては、御覧のとおりとなって

おります。本特別委員会谷口委員長をはじめ、

委員の皆様にも御出席をお願いすることといた

しております。当日はよろしくお願いいたしま

す。 

 発災から５年半ほどが経過し、まだまだ全て

の復旧・復興が終わったわけではございません

が、坂本町の創造的復興のシンボルとなる中心

施設の整備完了を市内外へ広く発信していきた

いと考えております。 

 以上で御報告、御説明を終わります。御審議

よろしくお願いいたします。 

○委員長（谷口 徹君） 本件について質疑、

意見等はありませんでしょうか。 

○委員（谷川 登君） ９ページの災害公営住

宅坂本団地、これはもうほとんど仕上がってい

るような状況の中で、何世帯がここに入られる

のか、教えていただければなと。 

○復興整備課長（坂井宏全君） こちらには希

望がありました１０世帯分を用意しております

が、お一人はもう既に県外で再建されておりま

す。お一人は現在入院中ということで、最初か
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ら入られるのは８世帯。２部屋は空いた状態に

なるということになります。 

○委員（谷川 登君） ６ページの上の工事の

状況の中で、コミュニティセンターの進捗状況

を書いてありますが、この上の黄色の部分があ

るですたい、屋上の部分。これは、ちょっと拡

大するんですけど読み切らんもんだけん、こ

れ、どういった意味なんですかね。 

○復興整備課長（坂井宏全君） 屋上の平面

図、４ページにもございますが、坂本支所と黄

色で書いております。こちらは、Ｌ２という、

最大規模の雨が降って、最大規模の浸水をした

場合の高さというのが国交省で出ておりますけ

ども、その高さより上のほうに位置するよう

に、一段高く造っております。ですから、ここ

は一時的な垂直避難ができる場所と。ここに一

時４００人が垂直避難できるように、（｢避難

場所か」と呼ぶ者あり）はい、造っておりま

す。 

○委員長（谷口 徹君） ほか、ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） ないようですので、

以上で坂本支所等整備に関する進捗状況につい

てを終了いたします。 

 執行部の方は御退室ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（谷口 徹君） そのほか、当委員会

の特定事件について、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） なければ、以上で特

定事件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の特定事件であります令和２年７月

豪雨及び令和７年８月大雨に係る災害対策等に

関する諸問題の調査については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申出をいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口 徹君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって災害対策等に関する特別委員会

を散会いたします。 

（午前１１時３６分 閉会） 
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